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社会福祉施設等における引き続きの感染防止策の徹底について（第 36報） 

 

社会福祉施設等の皆様におかれましては、県の新型コロナウイルス感染症対策への協力及び施設

等における適切な感染防止対策を実施いただき、誠にありがとうございます。 

 現在、県民の皆様へは、感染防止対策の徹底やワクチン接種の協力などのお願いをしているとこ

ろですが、夏休み期間中の帰省や旅行などによる人との接触機会の増加に加え、感染力の強い新た

な変異株への置き換わりなどにより、さらなる感染拡大が懸念されております。 

つきましては、社会福祉施設等では、冷房時の換気について周知いただくなど、引き続き徹底し

た感染防止対策に取り組んでいただきますとともに、対象となる入所者等に対して、4 回目のワク

チン接種を可能な限り早期に実施していただきますようお願いいたします。また、職員及び利用者、

その家族にも周知をお願いいたします。 

併せて、このたび施設内で陽性者が発生した場合の初期対応をまとめた「高齢者施設等における

陽性者発生時初期対応マニュアル」を作成しました。改めて感染対策について確認していただくと

ともに、陽性者発生時の対策の参考として御活用ください。 

また、施設内で感染が疑われる者が発生した際には、速やかに施設所管部署（指定権者等）へ連

絡（電話又はメール等）いただくとともに、施設内で陽性者が発生し、感染制御やサービス提供の

継続支援が必要な場合には、その旨を、施設所在地を所管する保健所等に御相談いただきますよう

お願いいたします。 

 

 

【添付資料】 

・高齢者施設等における陽性者発生時初期対応マニュアル（Ver.1） 

 

【参考 URL】 

・岡山県 新型コロナウイルス感染症 県民の皆様へのお願い 

 https://www.pref.okayama.jp/page/772220.html 

・岡山県 高齢者施設等における新型コロナワクチン４回目接種の実施について 

https://www.pref.okayama.jp/page/755131.html 

・厚生労働省 マスクの着用について 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html 

岡山県新型コロナウイルス感染症対策室 感染防止対策班   TEL:086-226-7802 

 


